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特集／「持続可能な福祉社会の構想」
セッション２：環境政策

持続可能な社会に向けたヨーロッパの環境政策
――環境製造物政策を中心に

ルンド大学国際産業環境経済学研究所所長
トマス・リンドウクィスト＊

　ご紹介ありがとうございました。本日はここでお話しする機会を与えていた

だきましてありがとうございます。時間が限られておりますので、なるべく簡

潔に内容をカバーしていきたいと思います。その前に、私の所属する研究所を

まず簡単に説明させていただきます。この研究所は 1994 年にスウェーデン議

会によって設立されました。国際的な使命を負っておりまして、国際的な研究

を目指しております。スタッフは 50 人ほどで、どのようにして環境問題を防

止するかといった課題に取り組み、学際的な研究、また応用研究などを行って

おります。スタッフのバックグラウンドは非常に多様で、教育関係者もいます。

国別で見ても、いろいろな国から来ております。日本の方もいらっしゃいます。

教育という側面では、博士号、修士号の課程に力を入れております。

　排出削減から発生予防へ

　欧州の環境政策でいままでどのような動きがあったのか、特にスウェーデン

の動きを中心に報告をします。現在の状況を理解するには、まず歴史を紐解く

のが適切です。1970 年代、80 年代の状況からご紹介します。当時の環境政策は、

工場など規模の大きい点単位の汚染源を対象としていました。大規模な産業施

＊ 産業環境経済学博士。専門領域は、拡大生産者責任などを重視した環境製造物政策、
予防的環境戦略、経済的手段の利用。主な著書に、『クリーナープロダクションにお
ける拡大生産者責任』、「クリーナープロダクション―政府の政策と戦略」、「個別製
造者責任の概念を受け入れることができるか」など。なお、ルンド大学国際産業環
境経済学研究所のHPは http://www.iiee.lu.se
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設などからの廃棄物、排出物の規制が主な着眼点で、排出箇所の汚染防止の技

術に力が入れられていました。汚染物質が環境に放出されないようフィルター

など備え付けるといったエンド・オブ・パイプの取組みが行われていました。

　1980 年代末から 90 年代に入り、発生した汚染物質にいかに対応するかでは

なくて、そもそもその発生を予防する必要性が認識されるようになりました。

それまでは産業界に対する許認可などの形で規制を行うのが政策の中心であっ

たわけですが、このように予防にシフトしていくと、また政策の面でも視点を

変えなければならないという認識が出てきました。規制に関しても柔軟な態度

が必要という認識の下で、経済的措置、産業界その他の関係者による自主的な

取組みの必要性などについて多くの議論が行われました。その他にも政策の変

更を迫るようないろいろな変化が生じました。

　環境製品政策の必要性

　最初の段階で行われた環境政策がどのような成功をもたらしたか述べたい

と思います。図表１ですが、これは製造過程から排出されるクロムの量です。

1970 年代から 80 年代にかけて各種の環境政策が導入された結果、このような
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現象を示しています。このグラフの示しているクロムの排出量は大規模な産業

施設からのものです。しかし製品の使用段階でこの物質の排出がどうなって

いるのかを見ますと状況はまったく異なっておりまして（図表２）、増加して

います。この 2 つのグラフを重ね合わせると、図表３のようになります。1990

年の段階では製品のライフサイクルでいままで製造のところを見ていたところ
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図表２
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を、その後の段階に移していかない限り、トータルの汚染量は減少していかな

いということがわかったわけです。その中からいわゆるライフサイクル的な視

点、ライフサイクル思考が生まれたわけであります。製品のライフサイクルの

すべての段階について見ていく必要があるという考え方です。

　そのほかの例としてマニキュアを紹介します。マニキュアをつける際、そ

してそれを取り除く際に排出する物質がありますが、使用の段階からの排出を

トータルすると、大規模な生産上の排出より実は大きいことがわかっておりま

す。ペンキ、塗料についても同じことが言えます。実際にペンキを塗るという

行為によって発生する溶剤の排出量は、ペンキの製造工程で出る溶剤の排出量

をはるかに上回っています。そういった認識の中から 1990 年代、2000 年代初

頭にかけて「環境製造物政策」といった考え方が生まれました。

　政策という点から考えますと、どのようなやり方が目標を達成するのに最も

効果的か、効率的かが重要なテーマとなります。それに関しましてはスウェー

デンの経験からいくつかの取組みの例をご紹介して、そして最後に欧州全体で

現在取り組もうとしているより全体的なアプローチは何かという説明をして発

表を終わらせていただきたいと思います。

　北欧のエコラベルの成功要因

　まず、通貨を介したアプローチということで、一人一人の消費者の行動に準

拠した手法としてエコラベルというものを紹介します。これは日本の皆様もお

なじみの手法でないかと思われます。図表４の左上のマークは、北欧５か国で

共通に使われているエコラベルのマークです。5 カ国とは、スウェーデン、ノ

ルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランドです。欧州全体のエコラ

ベルの取り組みは、右上のマークのもとで行われていますが、そちらの方はあ

まり大きな成功を収めていませんので、北欧のエコラベルについて紹介します。

図表５がエコラベルの考え方を表しています。法律では、いろいろな製品があ

る中で最も質の悪いもの、その性能の悪いものを標的にして取り締まりますが、
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環境ラベルは、一番性能の良い方をより良くしていこうという働きをします。

したがって、その一番上のところに働きかけて、それをより良い状態に引っ張っ

ていく、そしてその製品の全体群をより良い状態へと誘導することが主旨です。

　それが成功するための要因とは何でしょうか。まず消費者の側では、マーク

の認知と制度に対する信頼、また購買意欲が必要です。生産者側では、まず生
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産者がそういった制度に関心を持たなければならない。そして、その関心に基

づいて新製品を開発されなければなりません。開発によって実際に製品が店頭

に並ぶということになるわけです。しかしこれは多少、鶏と卵の問題を抱えて

います。まず店頭に並んでいない商品を買うことができません。しかし、消費

者が関心を持ってくれなければ生産者も生産に踏み切れないという問題があり

ます（図表６）。

　とはいっても、北欧諸国の制度は成功しております。その理由をいくつか図

表７に挙げますが、まず人びとの間での認知が高かった。また、制度に対する

信頼があった。また、もう一つ別のエコラベルがあり、それとの競争もプラス

に対応したということです。しかしもっとも重要な要素は、小売業が強力にこ

の制度を推進したことです。小売業はメーカーに対してエコラベル対応製品を

つくるように非常に強い圧力をかけました。したがって自主的な措置といって

も、メーカーにとってはそれほど自主的に感じられない制度だったわけです。

　ある意味でこれは新しいタイプの規制の方法です。いろいろなアクターの中

で、ある特定のアクターが自らのポリシーに基づいて他のアクターに働きかけ

るという形で新しい規制が行なわれるという状況になります。デンマークでも
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同様の制度で成功を収めています（図表８）。

　次に環境製品宣言（EPD）について説明させていただきます。これは製品

に関してより包括的な情報を提供するという仕組みで、1988 年に考え方が示

されました。これも自主的な措置ですが、先ほどの例のように生産者と消費者

の間に小売業者が介在して制度が回っていく状況にはなっておりません。製造

者側が自らの判断で情報提供する制度です。しかし、多くの場合、誰も求めて
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いない、必要としていないような情報が提供されるという状況が発生していま

す。そうするとあまり何の助けにもならないということになります。

　容器包装廃棄物対策の進展

　別の政策課題、容器、包装材に関する政策がどうしてできたのか、また少

し歴史を振り返ってみます。リユースの容器、ガラスビンの減少に政策がどう

対応したかを見ていきたいと思います。1980 年代にまず自主的な取り組みが

施行されました。それに加えて政策的な措置もとられました。例えばデンマー

クでは、リユースできないような容器は禁止されるという措置がとられました。

また、デポジットリファンド制度（預り金払い戻し制度）を強制的に実行する

試みも行われました。しかし、その度に、たとえばペットボトルのような新し

い規制の網にかからない製品が登場してしまい、これらの政策はあまりうまく

いきませんでした。これに対してとられたアプローチは、社会のいろいろなア

クターの中に責任を移すということでした。いままで廃棄物の処理、あるいは

リサイクルに関して、地方自治体が責任を負っていたわけですが、その責任を

メーカーに移していくということが行われました。

　これらの制度を実施するにあたって、３つの具体的な目的が設定されました。

一つは製造者の行動を変えさせること。もう一つは製造者が持っている知識を

十分に活用して効率的なシステムを作ること。そして 3 つめに、このような制

度が機能しうるように、製造者が十分な資金を手配できるようにすることでし

た。

　拡大生産者責任のひろがりと成果

　この拡大生産者責任（EPR）の考え方は次第に発達をし、一つの政策の原則、

あるいはその政策立案者が新たな細かい対策を作る際の指針となるような性格

を帯びてきました（図表９）。そして現在、この拡大生産者責任は欧州の法律、

あるいは各国の法律でも、基本的な原則として採用されています。そして経済
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的措置、規制、情報提供といった各種の措置を組み合わせて実施されています。

この拡大生産者責任は、容器包装だけではなく、自動車、電子機器、電池、タ

イヤ、塗料、新聞紙、建築物など、多種類の製品に導入されています。拡大生

産者責任の政策は実施にあたって、いろいろな方法がなされています。極端な

例としては、まったくその製造者間で協力をしないで個別に対応する方法があ

ります。一方、非常に密接にメーカー間で協力して共通の組織を立ち上げて対

応するという方法もあります。場合によっては、生産者責任機構（PRO）が

作られ、各製造者はその PRO に資金を支払うよう法律によって規定される場

合もあります。

　スウェーデンの取組みの基礎は、1993 年のエコサイクル法です。これに基

づいて政府は活動しております。EU レベルでは各種の指令が出ております。

たとえば、廃容器包装材、廃車両、廃電気電子機器などについて指令がありま

す。また、電池については現在検討中です。スウェーデンでは廃容器包装材の

政令があり、メーカーには各種の義務が与えられています。まず回収システム

を立ち上げるということ、それから廃包装材のリサイクル、そして一般市民に

対する啓発、リサイクルの結果の政府への報告などです。そのような制限に対
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応していくために、業界でも様々な企業、そして組織を立ち上げて取り組んで

います。例えば材料それぞれのカテゴリーごとにどれぐらいリサイクルするか

という数値が設定されていますが（図表 10）、ほとんどそれは達成されていま

す。特に、ガラスのリサイクルは成功を収めており、1990 年代、めざましい

成果を挙げることができました (図表 11)。
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　図表 12はドイツの例であります。ドイツの実質的な国民総生産（GNP）の

伸びと、容器、包装材の消費量を対比させています。1991 年以降、GNP が伸

びていますが、包装材の消費量が減っています。それはドイツにおける 1991

年の拡大生産者責任の政策に大きく要因しています。

　容器包装材政令に関して、すべてのスウェーデン国民が大体のところ賛同し

ていますし、成果にも満足しております。回収がちゃんとなされているかどう

かという質問に、80%強の国民が非常によく行われていると答えております（図

表 13）。また、新聞古紙のリサイクル率も非常に高くなっています（図表 14）。

　電池の回収に関してはちょっと異なった展開を示しております。1970 年代

から 80 年代の初頭に初めて、電池に含まれている水銀やカドミウムが人体や

環境に対して非常に大きな影響を及ぼすことが明らかにされ、特別な手段が

とられました。特に鉛蓄電器に関しては、前払いで処理費を業界で払うことで、

環境問題の解決を促進してきました。特にカドミウム電池の回収・リサイクル

に関してはより小さな部分に使われ、消費者が使っている電池のカドミウム回

収システムを立ち上げることが困難でしたが、80 年代半ば以降、そのような

システムができました。
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　一方、電池の水銀の処理に関しては、消費者の手に電池が渡った後での回

収・リサイクルをせず、従来の法規制の手段を取りました。つまり電池の製造

において水銀使用を禁止し、完全に撤廃していくという展開が取られました。

ニッケル・カドミウム電池に関しては、1993 年にメーカー、小売業者で少な

くとも最低限 90% のニッケル・カドミウム電池を回収するという政令を出し
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ています。残念ながらこの取り組みは大成功を収めることができませんでした。

90% という目標に対して 30% 強の達成状況でした。その段階で、政府が若干

奇妙な動きをしました。従来生産者責任であったものを自治体が回収するとい

うようにした内容を、もう一度メーカーに責任を動かしていこうという手段が

取られました。

　電池に関して様々な情報を発信して回収しようとされていますが、情報を発

信するだけでは意味がなく、真の解決策にはなりません。最終的にはメーカー

の責任として回収に取り組むこと、具体的な手段としてデポジットつまり前払

いで処理料金を物質税という形で支払うことを、特にまだ市場に出回っている

電池に関して課すこととしました。ニッケル・カドミウム電池に入っているカ

ドミウムの回収について、１㎏あたり 300 クローネの物質税を課すことにしま

した。300 クローネは日本円にすると 4500 円で、非常に高いデポジット代です。

　この措置は効果的で、消費量が急速に 50% までに減少しました。短期間に

非常に明らかな結果が示されたわけです。しかし結果が十分だということはこ

の手段が成功したということではなく、代替の手段がすでにそのとき存在して

いたからに過ぎません。電子電気機器のリサイクル・処理に関してですが、電

 ni sevitceriD detaleR EEE eerhT
UE

 dna lacirtcelE etsaW no evitceriD 3002.1
 )evitceriD EEEW( tnempiuqE cinortcelE
 eht fo noitcirtseR eht no evitceriD 3002.2

 EEE ni secnatsbuS suodrazaH fo esu
)evitceriD SHoR(

 a gnihsilbatse no evitceriD a rof lasoporP.3
 ngised-ocE fo gnittes eht rof krowemarf
stcudorP gnisU-ygrenE rof stnemeriuqer

図表 15
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子電気機器はありとあらゆるものを中に含んでおります。このような電気製品、

家電製品につきましては 3 つの欧州連合での指令が出ています（図表 15）。そ

の一つ（３番目）はまだ提案の段階で、まだ発行されていません。立法化され

た、廃電子機器（WEEE）指令では、１年間で一人あたり４kg の回収を義務

づけるとともに、回収されたもののうち一定量をリサイクルすることが決めら

れております。2 番目の指令、これは特定有害物使用制限（RoHS）指令です。

　このような指令が数多く出されていますが、このような指令に対応していく

ためには、誰が、どのような形で、どこで回収していくか、こういった興味深

い質問が浮かび上がると思います。もちろん、人びとの意識、情報提供が不可

欠ですが、このような指令が成功するために、また公害の原因となる水銀など

が回収されうるためには、一番便利な場所に回収場所を設定することが一番と

いうことです。

　その一方、このような指令が発令される時、地方自治体がどう対応していく

かを迫られます。従来の回収コストが地方自治体から生産者へ移転することは

大歓迎ですが、行政が行っていた回収作業までしなくてよくなると回収作業の

職、雇用が失われてしまうのです。このようなことから地方自治体には相反す

る感情が生まれています。

　求められる製品設計の変更

　将来的には製品のデザインを変えていかなくてはなりません。そのような設

計変更、製品の変化に似合うよう、寄り添うよう、どのような形でインセンティ

ブを出していくか、これが大きな決定事項になるでしょう。このような規制の

立法、法規制をどのように生産者に守らせるのかについて、私の学生がスウェー

デン、日本を比較した興味深い調査を 1999 年に行っています。例えば、拡大

生産者責任について、どのようなことが行われ、取り入れられているか、また

は優先順位がどういったものかというレポートが報告されております。これは

実際すでに施行されている法規制ではなくて、将来的に予想されている法規制
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も入っています。

　拡大生産者責任の規制の実施によって、どのような形で生産者が責任をとる

のかについては、個々の生産者、会社がそれぞれの製品の責任を担っていくこ

とが理想的です。しかし、個々のシステムを個々の生産者が責任を担ってつくっ

ていくのはなかなかむずかしく、ヨーロッパではこれを実行に移していくため

に、実行可能性についても長い議論がなされています。例えば、容器、他の包

装材などに関しては、法規制をかける時に、例えば重量、製造段階で使われて

いる材料、塗料などに関しても責任をかけることができます。それに対応する

ために生産者は、その容器、包装材の重量を変えるということができます。し

かし様々な部品で構成されている自動車、電子電気機器では複雑になってしま

います。また、回収は個々の会社に責任を負わせるほうがよいのか、その作業

を統合したほうがいいのか。資金に関しても、保険のようなシステムを新たに

考えたほうがいいのか、計算方法をどうしたらいいのか、いろいろ課題が出さ

れています。ヨーロッパ全体で結果を出すのは時期尚早でしょう。EU の各加

盟国が、個々に法制化に向けて調整しているといった準備段階です。ただ、い

くつかの国でこの成果が出ています。例えば、スウェーデンの自動車関連のリ

サイクルのシステムは個々の会社が行うほうが効率よく構築でき確実というこ

とが明らかになっています。

　いろいろなとらえかたがありますが、スウェーデンでは拡大生産者責任が進

展していると言えます。一つのやり方として、従来のような製品提供からまっ

たく視点を変えて、製品がもたらすサービスを提供する、そのような形に考え

方を次第に変えていくという方法がみられます。このようなことを考え出せた

のも、この前のセッションで皆さんからご質問をいただいたように、スウェー

デン経済とも関連があります。スウェーデンのハイテク産業には、世界的に成

功を収めているメーカーがいくつかあります。しかしこのような経済的成功が

将来も続くとは言えないわけです。様々な国の規制、そして新しい民間からの

規制も厳しくなっていくでしょう。このような中で競争力を維持するために、
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製品提供だけではなくて、サービスに焦点を当てていくことを考えていくこと

もできるというわけです。

　統合的製品政策の登場

　いろいろな製品に関する個々のイニシアティブも有効でしょう。しかしそ

れだけではなく、より効果的に、全体的な流れにもっていくということででき

あがった考え方が、統合的製品政策（IPP）です。この統合的製品政策の最終

的な目標は製品のライフサイクル全般――原材料の採掘から製造、輸送、流通、

使用、廃棄物管理まで――の環境影響を削減することです。製品のライフサイ

クル全般の中で実現していくものです。このような考え方は、EU 全体として

も考えられています。それだけではなく、加盟国の個々の国や業界でもこのよ

うな考え方がなされています。なぜ統合的なアプローチが必要なのでしょうか。

これをバラバラにして行ってしまうと、部分的には最適ですが、他のところで

最適ではないという事態になってしまいます。相反するインセンティブも出て

くる危険もあるわけです。

　従来の規制政策と組み合わせれば、自己責任の議論を高めることができるで

しょう。総合的汚染防止・管理（IPPC）指令が 1996 年に出ています。EU の

統合的なアプローチ、統合政策が 1996 年以降どのように進んできたかについ

て図表 16 ～ 19に示します。いろいろな試行錯誤や協議を重ね、欧州委員会

は 2003 年 6 月、統合的製品政策に関する文書を発行しました。これをふまえて、

欧州議会が 2004 年 4 月、決議を出しています。この統合的製品政策について

欧州議会で様々な討議がなされました。特に政策の実行において、業界、そし

て様々な関係者が適正に対応できる能力を上げていくための提案も出されまし

た。そのような能力を高めていく動因は、法規制、経済的措置になるでしょう。

ただ、これをヨーロッパ全体で施行していくということになると課題がありま

す。全体の施行には批評も出ています。特に議会からはヨーロッパの南側では

扱い方、捉え方がずいぶん違うという意見が出ています。
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　このように環境政策に関して、相当な変化が見えてきます。1990 年代にお

いては自主的な措置・活動が環境政策の焦点に置かれていたわけであります。

つまり、義務的な解決、法律的な解決ではなく、市場の力または業界による自

発的な行為によって解決できると信じられていました。自主的な行動の実効性

が 90 年代初頭には考えられていたわけです。業界でも環境政策を行っていけ

UE ni ygolonorhC
•  PAE ht5 no troper ssergorP-6991

PPIsnoitnem ylticilpxe
•  URPS dna gnuoY & tsnrE-89-6991

 GD eht foflaheb no PPI no krow
tnemnorivnE
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図表 16
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ると思っていたわけです。ただ、自発的な行為をとらなければ、よりやりやす

い形に法規制を変えていかなければならないということも感じていたわけです。

このように自発的な問題解決、自主規制が業界の中で進められましたが、成

果が思わしくなく、90 年代には意識が弱体化していきました。そのような中、

このように業界の自主的規制に任せているだけでは十分ではなく、より具体的

UE ni ygolonorhC
•  trepxe fo seireS– 1002 gniruD

 cilbuP gnineerG no spohskrow
 dna ACL,SMEOP,SDPE,tnemerucorP
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な政府からの介入による形での統合的な措置が効果的なのではないのだろうか

という考え方が出てくるわけです。もちろんこのような政府による法的規制は、

80 年代における規制とは意味合いが異なっているのは言うまでもありません。

当時直面していた課題と現代の課題は違っておりますし、80 年代にこのよう

な規制がうまくいったというわけでもありません。しかし時間の経過とともに

蓄積された知識、叡智を、規制に活用することを恐れずにいこうということです。

　このような考え方を支えているのが、イノベーションに関する調査、研究の

成果です。何がどのような変化をもたらすかを明確にしていくと、環境政策で

は法規制のような措置が非常に有効という結果が一致して出ています。これで

私の話題提供は終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。




